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○リモートワーク移住応
援金

引越し業者に支払った費用、および嬉野での新居のため
に不動産業者へ支払った賃貸借契約に係る不動産仲介
手数料及び礼金の実費額（1世帯上限20万円）
※子育て世帯引越し応援金との併用もできます。

県外の事業所に所属したままリモートワークをされる方１
人につき10万円

リモートワーク移住応援金の1世帯あたりの支給上限額
は、30万円です。

移住応援金の他のメニューや地方創生移住支援
金に該当する場合があります。
また、引越し前に事前の申し込みが必要ですの
で、ご相談ください。

詳しくは、嬉野市役所塩田庁舎企画政策課にお尋ねください。

1冊で2～3回入浴可能な湯遊温泉チケット（嬉野
温泉各旅館で使用可能な入浴チケット）をお1人
につき26冊（50回以上入浴可能）※上限2名分
※週に１回の入浴で約1年分

嬉野市ではリモートワーク移住を応援しています！

県外の事業所に所属したまま、嬉野市に転入されリモートワークをされる方に

嬉野温泉入浴チケット1年分と　※週に1度の温泉入浴として

リモートワーク移住応援金を支給しています。

県外の事業所に勤めている方で、現在の事業所
に所属したまま嬉野市に転入し、住民票を移して
リモートワークをされる方で、5年以上定住する意
思のある方


